
                                                 令和８年４月８日 

保 護 者 様 

                                                豊岡市立豊岡南中学校 

                                                校長 飯 塚 智 士 

 

 

気象警報発令時の生徒の安全確保について(お願い) 

 

 

 春暖の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃は、本校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、みだしのことにつきまして、校区の広い本校では子どもたちの安全を第一に考

え、下記のように安全確保を図りますので、ご理解・ご了承をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 午前６時現在、豊岡市に次の気象警報等が発令されている時は自宅待機とします。 

  

 

 

 

 

 
 

  ※波浪警報や高潮警報は対象外です。  

  ※６時以降、登校するまでに警報が発令された時も自宅待機とします。 

 

２ 自宅待機後の動きについては、情報収集および状況判断をしながら、tetoruにより

連絡をしますので、お子様に伝達をお願いします。 
 

※tetoruに登録されていないご家庭には、担任より電話で家庭連絡いたします。 

※生徒は、家族や学校との連絡がいつでも取れるようにしておきます。 

 

３ 登校後に警報が発令された場合は、状況を見て下校するか待機するかを判断します。

（tetoru等により連絡いたします。） 

 

４ 警報が発令されていなくても、国・県・市道などの通学路が冠水するなどして、通

学路の通行が不可能な場合は、学校にその旨を連絡し、指示をお待ちください。（決

して無理をしないでください。） 

 

 

◎特別警報 

 大雨（土砂災害、浸水害）、暴風、暴風雪、大雪 

◎警報 

 大雨（土砂災害、浸水害）、洪水、暴風、暴風雪、大雪 



令和８年４月８日  

保護者 様 

 豊岡市教育委員会  

 

震度５弱以上の地震発生、津波警報・大津波警報発令の場合の対応について 

 

このたび、子どもたちの安全を確保すること、災害に迅速かつ適切に対処することを目的とし、

一定震度以上の地震発生、津波警報等発令の際の対応を下記のとおり定めました。ご理解、ご協力

をお願いいたします。 

記 

１ 一定震度以上の地震 

  豊岡市に「震度５弱」以上の地震が発生した場合、市立全学校園において、次の対応とします。 

      対  応 

16 時 30 分から 24時までに 

震度５弱以上の地震が発生 
翌日を一斉臨時休校園 

０時から８時までに 

震度５弱以上の地震が発生 
当日を一斉臨時休校園 

※ 震度の発表は、「豊岡市」ではなく「豊岡市○○町（観測地点ごと）」となる場合があります

が、保護者の帰宅やライフライン等は地域を越えて影響があると考えられるため、市内のどこ

か１つの地点でも「震度５弱」以上と発表されれば、市立全学校園で同じ対応をとります。 

※ 地震発生時に在校、在園している園児児童生徒は学校園に一時避難させます。（余震、津波、

避難指示等により、他の場所に避難することがあります。） 

２ 津波警報等 

 兵庫県北部に発令された「津波警報」もしくは「大津波警報」が解除されていない場合、港認定

こども園、港小学校、港中学校、城崎小学校、城崎中学校、竹野認定こども園及び竹野学園におい

て、次の対応とします。 

      対  応 

発令された「津波警報」もしくは「大津波警報」

が、 

６時までに解除されていない場合 

当日を臨時休校園 

※ 津波警報等が解除されている場合でも、地域、学校園の状況に応じて、各校園長の判断で臨

時休校園とする場合があります。 

※ 警報等発令時に在校、在園している園児児童生徒は学校園に一時避難させます。（余震、津波、

避難指示等により、他の場所に避難することがあります。） 

３ その他 

登校、登園の再開については、校園舎等の安全が確認され、教育活動、保育活動の再開が可能と

なりましたら、学校園一斉メール、防災行政無線等で連絡をします。 


